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【凡例】



別
紙

 
 

【
流

山
市

広
告

物
条

例
 

抜
粋

】
 

（
地

域
区

分
ご

と
の

表
示

等
の

制
限

）
 

第
８

条
 

屋
外

広
告

物
等

の
位

置
、

規
模

そ
の

他
屋

外
広

告
物

等
の

表
示

又
は

設
置

の
方

法

を
制

限
す

る
必

要
に

応
じ

、
本

市
の

地
域

、
区

域
又

は
場

所
を

第
１

種
規

制
地

域
、

第
２

種
規

制
地

域
、
第

３
種

規
制

地
域

、
第

４
種

規
制

地
域

及
び

第
５

種
規

制
地

域
に

区
分

し
、

こ
れ

ら
の

地
域

の
区

分
ご

と
の

制
限

の
内

容
は

、
規

則
で

定
め

る
。

 

２
 

第
１

種
規

制
地

域
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
地

域
、

区
域

又
は

場
所

と

す
る

。
 

（
１

）
流

山
市

景
観

条
例

第
７

条
第

１
項

に
定

め
る

景
観

計
画

重
点

区
域

（
以

下
「

景
観

計

画
重

点
区

域
」

と
い

う
。
）

 

（
２

）
次

の
ア

か
ら

オ
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
地

域
、

区
域

又
は

場
所

 

ア
 

都
市

計
画

法
第

２
章

の
規

定
に

よ
り

定
め

ら
れ

た
第

１
種

低
層

住
居

専
用

地
域

、

都
市

緑
地

法
第

１
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
特

別
緑

地
保

全
地

区
又

は
生

産
緑

地
法

第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

生
産

緑
地

地
区

 

イ
 

高
速

自
動

車
国

道
の

区
域

、
道

路
（

高
速

自
動

車
国

道
を

除
く

。
）

の
う

ち
市

長
が

指
定

す
る

区
間

に
あ

る
区

域
及

び
鉄

道
の

う
ち

市
長

が
指

定
す

る
区

間
に

あ
る

区
域

 

ウ
 

道
路

又
は

鉄
道

の
区

域
に

接
し

、
か

つ
、

当
該

道
路

又
は

鉄
道

か
ら

展
望

で
き

る

地
域

の
う

ち
、

市
長

が
交

通
の

安
全

を
妨

げ
る

お
そ

れ
が

あ
り

、
又

は
自

然
の

景
観

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
て

指
定

す
る

区
域

 

エ
 

都
市

公
園

法
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

都
市

公
園

 

オ
 

官
公

署
、

図
書

館
法

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
図

書
館

、
博

物
館

法
第

２
条

第

１
項

に
規

定
す

る
博

物
館

（
当

該
博

物
館

の
用

に
供

す
る

部
分

の
床

面
積

の
合

計
が

２
０

０
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
限

る
。
）
、

社
会

教
育

法
第

２
０

条
に

規
定

す

る
公

民
館

、
国

又
は

地
方

公
共

団
体

が
設

置
し

た
公

会
堂

、
体

育
館

、
公

衆
便

所
及

び
医

療
法

第
１

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
病

院
の

建
物

並
び

に
こ

れ
ら

の
敷

地
 

カ
 

ア
か

ら
オ

ま
で

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

市
長

が
良

好
な

景
観

を
形

成
し

、
若

し

く
は

風
致

を
維

持
し

、
又

は
公

衆
に

対
す

る
危

害
を

防
止

す
る

た
め

必
要

と
認

め
て

指
定

す
る

地
域

、
区

域
又

は
場

所
 

３
 

第
２

種
規

制
地

域
は

、
景

観
計

画
重

点
区

域
以

外
の

区
域

の
う

ち
、

前
項

第
２

号
に

掲

げ
る

地
域

、
区

域
及

び
場

所
と

す
る

。
 

４
 

第
３

種
規

制
地

域
は

、
景

観
計

画
重

点
区

域
（

次
に

掲
げ

る
区

域
に

限
る

。
）

の
う

ち
、

第
１

種
規

制
地

域
に

該
当

す
る

地
域

、
区

域
及

び
場

所
を

除
い

た
区

域
と

す
る

。
 

（
１

）
つ

く
ば

エ
ク

ス
プ

レ
ス

沿
線

整
備

区
域

 

（
２

）
新

川
耕

地
区

域
 

（
３

）
利

根
運

河
区

域
 

５
 

第
４

種
規

制
地

域
は

、
景

観
計

画
重

点
区

域
（

流
山

本
町

区
域

に
限

る
。
）

の
う

ち
、

第

１
種

規
制

地
域

に
該

当
す

る
地

域
、

区
域

及
び

場
所

を
除

い
た

区
域

と
す

る
。

 

６
 

第
５

種
規

制
地

域
は

、
第

１
種

規
制

地
域

、
第

２
種

規
制

地
域

、
第

３
種

規
制

地
域

及

び
第

４
種

規
制

地
域

以
外

の
地

域
、

区
域

及
び

場
所

と
す

る
。

 

 【
平

成
３

１
年

３
月

１
日

 
流

山
市

告
示

第
１

４
号

】
 

（
流

山
市

広
告

物
条

例
第

８
条

第
２

項
第

２
号

の
指

定
す

る
地

域
等

）
 

１
 

流
山

市
広

告
物

条
例

第
８

条
第

２
項

第
２

号
イ

の
道

路
（

高
速

自
動

車
国

道
を

除
く

。
）

の
う

ち
市

長
が

指
定

す
る

区
間

に
あ

る
区

域
 

 
 

主
要

地
方

道
松

戸
野

田
線

の
う

ち
、

流
山

市
南

字
西

２
３

５
番

５
か

ら
流

山
市

西
深

井

字
一

区
２

０
１

４
番

２
ま

で
の

区
間

の
路

面
 

２
 

流
山

市
広

告
物

条
例

第
８

条
第

２
項

第
２

号
ウ

の
道

路
又

は
鉄

道
の

区
域

に
接

し
、

か

つ
、

当
該

道
路

又
は

鉄
道

か
ら

展
望

で
き

る
地

域
の

う
ち

、
市

長
が

交
通

の
安

全
を

妨
げ

る
お

そ
れ

が
あ

り
、

又
は

自
然

の
景

観
を

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

て
指

定
す

る
区

域
 

 
 

高
速

自
動

車
国

道
常

磐
自

動
車

道
の

流
山

市
内

の
区

間
、

及
び

主
要

地
方

道
松

戸
野

田

線
の

う
ち

、
流

山
市

南
字

西
２

３
５

番
５

か
ら

流
山

市
西

深
井

字
一

区
 

２
０

１
４

番
２

ま
で

の
区

間
の

路
端

か
ら

５
０

０
メ

ー
ト

ル
以

内
の

展
望

で
き

る
区

域
 

３
 

流
山

市
広

告
物

条
例

第
８

条
第

２
項

第
２

号
カ

の
市

長
が

良
好

な
景

観
を

形
成

し
、

若

し
く

は
風

致
を

維
持

し
、

又
は

公
衆

に
対

す
る

危
害

を
防

止
す

る
た

め
必

要
と

認
め

て
指

定
す

る
地

域
、

区
域

又
は

場
所

 

 
 

平
成

元
年

千
葉

県
告

示
第

３
２

３
号

に
定

め
る

松
ケ

丘
緑

地
保

全
地

区
の

周
囲

１
０

０

メ
ー

ト
ル

以
内

の
区

域
 


